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の
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定
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き
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事
が
定
め
る
職
を
定
め
る
規
則
（
昭
和

四
十
四
年
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よ
う
に
改
正
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る
。

本
則
第
二
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イ
中
「
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
」
を
削
り
、
「
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護
部
副
部
長
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人
事
又
は
労
務
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担
当
す
る
者
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係
る
も
の
に
限
る
。
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下
に
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並
び
に
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所
の
所
長
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加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
営
・
販
売
課
）

福
島
県
病
院
局
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平成28年１月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第１号 2

福 島 県 病 院 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 2 8年 １ 月 29日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 １ 号

福 島 県 病 院 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 局 組 織 規 程 （ 平 成 1 6年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。
第 ２ 条 第 ２ 項 第 ９ 号 及 び 第 ３ 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 病 院 」 の 次 に 「 及 び 診 療 所 」

を 加 え る 。
別 表 第 １ を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）

名 称
位 置 内 部 組 織

病 院 診 療 所

福 島 県 立 矢 吹 病 院 西 白 河 郡 矢 吹 町 事 務 部

診 療 部

看 護 部

薬 剤 部

福 島 県 立 宮 下 病 院 大 沼 郡 三 島 町 事 務 部

診 療 部

看 護 部

薬 剤 部

福 島 県 立 南 会 津 病 院 南 会 津 郡 南 会 津 町 事 務 部

診 療 部

看 護 部

薬 剤 部

福 島 県 立 大 野 病 院 双 葉 郡 大 熊 町 事 務 部

診 療 部

看 護 部

薬 剤 部

ふ た ば 復 興 診 療 所 双 葉 郡 楢 葉 町

別 表 第 ２ 病 院 の 部 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

上 司 の 命 を 受 け 、 診 療 所 の 事 務
所 長 を 掌 理 し 、 所 属 職 員 を 指 揮 監 督

す る 。

診 療 所 上 司 の 命 を 受 け 、 診 療 所 の 事 務
次 長 （ 任 意 設 置 ）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
を 処 理 す る 。

所 長 を 補 佐 し 、 看 護 に 関 す る 業
看 護 師 長

務 を 整 理 す る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 2 8年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 2 8年 １ 月 29日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ２ 号

福 島 県 病 院 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 局 処 務 規 程 （ 平 成 1 6年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。
第 ２ 条 第 1 1号 中 「 院 長 が 病 院 」 を 「 院 長 若 し く は 所 長 が 病 院 若 し く は 診 療 所 」 に 改 め 、

同 条 第 1 2号 中 「 院 長 」 の 次 に 「 若 し く は 所 長 」 を 加 え る 。
第 ４ 条 第 １ 項 中 「 に 、 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 、 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」

を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 中 「 に 、 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 、 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所
長 」 を 加 え る 。

「
院 長 副 院 長 （ 副 院 長 が 置 か れ て い な い 病 院 に あ っ 院 長 が あ

第 ９ 条 の 表 中
て は 、 事 務 長 ） 定 す る 者

「
院 長 副 院 長 （ 副 院 長 が 置 か れ て い な い 病 院 に あ っ 院 長 が

ら か じ め 指 て は 、 事 務 長 ） 定 す る
を

」 所 長 所 長 が あ ら か じ め 指 定 す る 者

あ ら か じ め 指
者

に 改 め る 。

」
第 1 2条 第 １ 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

寸 法
名 称 番 号 （ 単 位 ミ リ 公 印 管 理 者

メ ー ト ル ）

福 島 県 病 院 局 印 １ 方 2 5 課 長

福 島 県 立 （ 病 院 ・ 診 療 所 ） 印 ２ 方 2 1 院 長 又 は 所 長

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 印 （ 病 院 局 用 ） ３ 方 2 5 課 長

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 印 （ 病 院 ・ 診 療 ４ 方 2 3 院 長 又 は 所 長
所 用 ）

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 職 務 代 理 者 印 ５ 方 2 5 課 長

福 島 県 病 院 局 長 印 ６ 方 2 3 課 長

福 島 県 病 院 局 課 長 印 ７ 方 2 1 課 長
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福 島 県 立 （ 病 院 ・ 診 療 所 ） 長 印 ８ 方 2 1 院 長 又 は 所 長

同 （ 特 殊 文 書 用 ） ９ 方 1 8 院 長 又 は 所 長

福 島 県 企 業 出 納 員 印 1 0 方 2 1 企 業 出 納 員

同 （ 病 院 ・ 診 療 所 用 ） 1 1 方 2 1 病 院 又 は 診 療 所 の 企
業 出 納 員

同 （ 病 院 経 営 課 並 び に 病 院 及 び 診 療 所 1 2 径 2 4 病 院 経 営 課 又 は 病 院
直 接 収 納 用 ） 若 し く は 診 療 所 の 企

業 出 納 員

第 1 4条 第 １ 項 中 「 及 び 病 院 」 を 「 並 び に 病 院 及 び 診 療 所 」 に 改 め る 。
第 1 4条 第 ２ 項 中 「 及 び 院 長 」 を 「 並 び に 院 長 及 び 所 長 」 に 改 め 、 「 又 は 病 院 」 の 次 に

「 若 し く は 診 療 所 」 を 加 え 、 同 条 第 ３ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 若 し く は 所 長 」 を 加 え 、 「 及
び 病 院 」 を 「 並 び に 病 院 及 び 診 療 所 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 を 、 病 院 」 の 次 に 「 及 び
診 療 所 」 を 、 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 加 え る 。
第 1 4条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 中 「 又 は 病 院 」 の 次 に 「 若 し く は 診 療 所 」 を 、 「 と 、 病 院 」

「 福 島 県 立 大 野 病 院 大
の 次 に 「 及 び 診 療 所 」 を 加 え 、 「 福 島 県 立 大 野 病 院 大 病 」 を

福 島 県 立 大 野 病 院 附 属
病

に 改 め る 。
ふ た ば 復 興 診 療 所 大 野 ふ 」
第 1 4条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 病 院 経 営 課 の 」 を 削 る 。
第 1 4条 の ４ 第 ２ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 若 し く は 所 長 」 を 加 え る 。
第 1 4条 の ５ 第 １ 項 中 「 又 は 病 院 」 の 次 に 「 若 し く は 診 療 所 」 を 加 え る 。
第 1 7条 の 見 出 し 中 「 病 院 」 の 次 に 「 及 び 診 療 所 」 を 加 え 、 同 条 第 １ 項 中 「 病 院 」 の 次

に 「 又 は 診 療 所 」 を 、 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 中 「 病 院 」 の 次
に 「 及 び 診 療 所 」 を 、 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 加 え る 。
第 19条 の 表 病 院 の 項 中 「 病 院 」 の 次 に 「 及 び 診 療 所 」 を 、 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」

を 、 「 事 務 長 」 の 次 に 「 （ 大 野 病 院 附 属 ふ た ば 復 興 診 療 所 に あ っ て は 、 所 長 が あ ら か じ
め 指 定 す る 者 ） 」 を 加 え る 。
第 2 4条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 病 院 」 の 次 に 「 及 び 診 療 所 」 を 加 え る 。
第 2 5条 第 １ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 若 し く は 所 長 」 を 加 え る 。
第 2 6条 中 「 、 病 院 」 の 次 に 「 及 び 診 療 所 」 を 加 え る 。
別 表 第 １ 局 長 専 決 事 項 の 欄 1 4中 「 及 び 重 要 な 」 を 「 、 重 要 な 」 に 改 め 、 「 訂 正 請 求 に

対 す る 決 定 」 の 次 に 「 及 び 重 要 な 自 己 情 報 の 利 用 停 止 請 求 に 対 す る 決 定 」 を 加 え 、 同 欄
17中 「 院 長 」 の 次 に 「 及 び 所 長 」 を 加 え 、 同 欄 30中 「 院 長 」 の 次 に 「 及 び 所 長 」 を 加 え 、
同 表 課 長 専 決 事 項 の 欄 1 7中 「 及 び 自 己 情 報 」 を 「 、 自 己 情 報 」 に 改 め 、 「 訂 正 請 求 に 対
す る 決 定 」 の 次 に 「 及 び 自 己 情 報 の 利 用 停 止 請 求 に 対 す る 決 定 」 を 加 え る 。
別 表 第 ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 ２ （ 第 ７ 条 関 係 ）
院 長 、 所 長 及 び 事 務 長 の 専 決 事 項

院 長 及 び 所 長 の 専 決 事 項 事 務 長 の 専 決 事 項

１ 重 要 な 証 明 書 、 謄 本 及 び 抄 本 の 交 付 １ 証 明 書 、 謄 本 及 び 抄 本 の 交 付
２ 重 要 な 台 帳 、 帳 簿 、 名 簿 、 地 図 、 図 ２ 台 帳 、 帳 簿 、 名 簿 、 地 図 、 図 面 、
面 、 簿 書 、 簿 冊 、 計 画 書 等 の 記 録 、 保 簿書、簿冊、計画書等の記録、保管、
管 、 閲 覧 及 び 縦 覧 閲 覧 及 び 縦 覧

３ 重 要 な 申 告 、 請 求 、 申 請 、 照 会 、 回 ３ 申 告 、 請 求 、 申 請 、 照 会 、 回 答 、
答 、 報 告 、 意 見 、 通 知 、 届 出 、 調 査 、 報 告 、 意 見 、 通 知 、 届 出 、 調 査 、 申
申 出 、 申 立 て 、 申 込 み 、 通 報 等 の 関 係 出 、 申 立 て 、 申 込 み 、 通 報 等 の 関 係
書類の送付、要求、提出、提示、依頼、 書 類 の 送 付 、 要 求 、 提 出 、 提 示 、 依
受 理 及 び 進 達 頼 、 受 理 及 び 進 達

４ 公 文 書 の 開 示 の 請 求 に 対 す る 決 定
５ 自 己 に 関 す る 個 人 情 報 の 開 示 請 求 に
対 す る 決 定 、 自 己 情 報 の 訂 正 請 求 に 対
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
す る 決 定 及 び 自 己 情 報 の 利 用 停 止 請 求
に 対 す る 決 定

６ 賃 金 支 弁 職 員 （ 病 院 及 び 診 療 所 に 勤
務 す る も の に 限 る 。 ） の 年 次 有 給 休 暇
届 の 受 理 、 時 季 変 更 の 通 知 及 び 休 暇 等
の 承 認

７ 院 長 、 所 長 及 び 職 員 の 旅 行 命 令
８ 院 長 及 び 所 長 の 超 過 勤 務 及 び 休 日 勤
務 の 命 令 並 び に 特 殊 勤 務 実 績 の 確 認

９ 証 人 等 の 旅 行 の 依 頼
1 0 院 長 、 所 長 及 び 職 員 の 扶 養 手 当 の 認
定 、 寒 冷 地 手 当 の 世 帯 等 の 認 定 並 び に
住 居 手 当 、 通 勤 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当
の 決 定 及 び 改 定

1 1 院 長 及 び 所 長 の 代 休 日 の 指 定
４ 職 員 の 事 務 引 継 報 告 の 受 理

1 2 院 長 、 所 長 及 び 職 員 に 対 す る 被 服 の
支 給

1 3 内 部 組 織 の 分 掌 事 務 の 決 定 ５ 病 院 及 び 診 療 所 の 職 員 の 担 任 事 務
の 決 定

1 4 火 災 予 防 責 任 者 及 び 盗 難 予 防 責 任 者
の 指 定

６ 文 書 の 督 促 、 返 戻 及 び 訂 正
７ 院 長 、 所 長 及 び 職 員 の 身 分 、 給 与
及 び 通 勤 に 係 る 証 明 書 の 発 行

８ 院 長 、 所 長 及 び 職 員 の 通 勤 の 確 認
1 5 医 療法 （ 昭和 23年法 律第 205号 ）の 施
行 に 関 す る 次 に 掲 げ る こ と 。
⑴ 第 ７ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 に
よ る 申 請

⑵ 第 1 5条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 届 出
1 6 医 療 法 施 行 令 （ 昭 和 2 3年 政 令 第 3 2 6
号 ） の 施 行 に 関 す る 次 に 掲 げ る こ と 。
⑴ 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出
⑵ 第 ４ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届
出

1 7 医 療 法 施 行 規 則 （ 昭 和 2 3年 厚 生 省 令
第 5 0号 ） の 施 行 に 関 す る 次 に 掲 げ る こ
と 。
第 2 3条 の 規 定 に よ る 申 出

1 8 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す
る 法 律 （ 昭 和 25年 法 律 第 123号 ） の 施 行
に 関 す る 次 に 掲 げ る こ と 。
第 1 9条 の ８ の 規 定 に よ る 同 意

1 9 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対
す る 医 療 に 関 す る 法 律 （ 平 成 1 0年 法 律
第 1 1 4号 ） に 関 す る 次 に 掲 げ る こ と 。
第 3 8条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ

る 同 意
2 0 心 神 喪 失 等 の 状 態 で 重 大 な 他 害 行 為
を 行 っ た 者 の 医 療 及 び 観 察 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 15年 法 律 第 110号 ） の 施 行 に
関 す る 次 に 掲 げ る こ と 。
第 1 6条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ

る 同 意
2 1 保 険 医 療 機 関 及 び 保 険 薬 局 の 指 定 並
び に 特 定 承 認 保 険 医 療 機 関 の 承 認 並 び
に 保 険 医 及 び 保 険 薬 剤 師 の 登 録 に 関 す
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
る 省 令 （ 昭 和 3 2年 厚 生 省 令 第 1 3号 ） の
施 行 に 関 す る 次 に 掲 げ る こ と 。
第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 （ 保

険 医 に 係 る も の に 限 る 。 ）
2 2 救 急 病 院 等 を 定 め る 省 令 （ 昭 和 3 9年
厚 生 省 令 第 ８ 号 ） の 施 行 に 関 す る 次 に
掲 げ る こ と 。
第 １ 条 の 規 定 に よ る 申 出

備 考 事 務 長 の 専 決 事 項 の 欄 に 規 定 す る 事 項 に つ い て は 、 大 野 病 院 附 属 ふ た ば 復 興
診 療 所 に あ っ て は 、 所 長 が あ ら か じ め 指 定 す る 者 が 専 決 で き る も の と す る 。

別 表 第 ３ 備 考 １ 中 「 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え 、 同 表 備 考 ２ 中 「 使 用 す る 病
院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え 、 同 表 備 考 ４ 中 「 又 は 病 院 」 の 次 に 「 若 し く は 診 療 所 」
を 加 え る 。
様 式 第 ４ 号 そ の ２ （ 病 院 用 ） 中 「 病 院 用 」 を 「 病 院 及 び 診 療 所 用 」 に 改 め 、 同 様 式 備

考 中 「 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え る 。
附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 2 8年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正
す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 2 8年 １ 月 29日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ３ 号
福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の
一 部 を 改 正 す る 規 程

福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 1 6年 福
島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 ５ 条 第 １ 項 中 「 病 院 に 」 を 「 勤 務 公 署 に 」 に 改 め る 。
第 1 3条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 病 院 」 の 次 に 「 （ 診 療 所 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。
第 3 2条 第 ２ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 加 え る 。

「 事 務 次 長
別 表 第 ８ 中 「 事 務 次 長 」 を に 改 め る 。

所 次 長 」
附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 2 8年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 職 の 格 付 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 2 8年 １ 月 2 9日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ４ 号

福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 職 の 格 付 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 職 の 格 付 に 関 す る 規 程 （ 平 成 16年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ４ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
「

「 矢 吹 、 南 会
矢 吹 、 南 会

津 、 大 野 病
病 院 行 政 職 給 料 表 格 付 表 中 津 、 大 野 病 を に 改 め る 。

院 事 務 次 長
院 事 務 次 長

」 診 療 所 次 長
」

「 「
病 院 長

病 院 医 療 職 給 料 表 ⑴ 格 付 表 中 を
病 院 副 院 長

」

病 院 長 診 療 所 長
に 改 め る 。

病 院 副 院 長
」

附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 2 8年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 2 8年 １ 月 29日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号

福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 1 6年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。
第 ３ 条 第 １ 項 中 「 及 び 病 院 」 を 「 、 病 院 及 び 診 療 所 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 又 は 病

院 」 を 「 、 病 院 又 は 診 療 所 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 中 「 病 院 」 の 次 に 「 及 び 診
療 所 」 を 加 え 、 同 条 第 ６ 項 中 「 又 は 病 院 」 を 「 、 病 院 又 は 診 療 所 」 に 改 め 、 同 条 第 ７ 項
中 「 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え る 。
第 ５ 条 第 １ 項 中 「 、 病 院 」 の 次 に 「 及 び 診 療 所 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 中 「 病 院 」 の 次

に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え る 。
第 ６ 条 中 「 未 満 の 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え る 。
第 ７ 条 第 １ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 、 「 当 該 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」

を 加 え 、 同 条 第 ３ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 加 え る 。
第 ９ 条 中 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 加 え 、 「 事 務 局 長 又 は 」 を 削 り 、 「 事 務 長 」

の 次 に 「 又 は 所 長 が あ ら か じ め 指 定 す る 者 」 を 加 え る 。
第 1 4条 第 １ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 及 び 所 長 」 を 加 え る 。
第 1 7条 中 「 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え る 。
第 2 8条 第 ３ 項 中 「 前 項 」 及 び 「 同 項 」 を 「 前 ２ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ４ 項 と し 、

同 条 第 ２ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。
３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 診 療 所 に あ っ て は 、 収 納 し 、 又 は 引 継 ぎ を 受 け た 日 か ら
お お む ね 1 0日 ご と に ま と め て 払 い 込 む こ と が で き る 。
第 9 8条 第 １ 項 中 「 、 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 、 「 当 該 院 長 」 の 次 に 「 若 し く は 所

長 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 中 「 当 該 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 加 え 、 同 条 第 ４ 項 中 「 院
長 」 の 次 に 「 若 し く は 所 長 」 を 加 え る 。
第 1 1 0条 中 「 及 び 院 長 」 を 「 、 院 長 及 び 所 長 」 に 改 め る 。
第 1 4 5条 の ５ 中 第 ５ 号 を 第 ６ 号 と し 、 第 ４ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。
⑸ 大 野 病 院 附 属 ふ た ば 復 興 診 療 所
第 1 5 5条 第 ２ 項 及 び 第 1 5 6条 第 ３ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 加 え る 。
第 1 6 6条 第 １ 項 、 第 1 6 7条 、 第 1 6 8条 及 び 第 2 3 2条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 及 び 院 長 」 を 「 、 院

長 及 び 所 長 」 に 改 め る 。
第 2 3 4条 の 見 出 し 、 同 条 第 １ 項 、 同 条 第 ２ 項 及 び 同 条 第 ３ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所

長 」 を 加 え 、 同 条 第 ４ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 、 「 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療
所 」 を 加 え 、 同 条 第 ６ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 又 は 所 長 」 を 加 え る 。
第 2 3 5条 中 「 院 長 」 の 次 に 「 、 所 長 」 を 、 「 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え る 。
第 2 3 7条 第 １ 項 及 び 同 条 第 ２ 項 中 「 院 長 」 の 次 に 「 、 所 長 」 を 加 え る 。
別 表 第 １ 中 「 又 は 病 院 」 を 「 、 病 院 又 は 診 療 所 」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。
大 野 病 院 附 属 ふ た ば 復 興 診 療 所 管 理 者 が 指 定 す る 者 の 職

「 病 院 「 病
別 表 第 ２ 中 「 置 く 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え 、 同 表 中 を

矢 吹 病 院 」 矢 吹
院 又 は 診 療 所

に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。
病 院 」
大 野 病 院 附 属 ふ た ば 復 興 診 療 所 管 理 者 が 指 定 す る 者 の 職
別 表 第 ３ 資 本 整 理 勘 定 の 表 及 び 中 間 勘 定 の 表 中 「 病 院 へ 」 を 「 病 院 又 は 診 療 所 へ 」 に

改 め る 。
別 表 第 ４ の １ の 表 中 「 １ 収 入 権 者 が 院 長 で あ る 場 合 」 を 「 １ 収 入 権 者 が 院 長 又 は

所 長 で あ る 場 合 」 に 改 め 、 同 表 支 払 地 の 欄 中 「 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え 、 同
表 摘 要 の 欄 中 「 病 院 」 の 次 に 「 若 し く は 診 療 所 」 を 加 え 、 別 表 第 ４ の ２ の 表 中 「 ２ 収
入 権 者 が 病 院 長 以 外 の 者 で あ る 場 合 」 を 「 ２ 収 入 権 者 が 院 長 又 は 所 長 以 外 の 者 で あ る
場 合 」 に 改 め る 。
別 表 第 ５ の ２ の 表 中 「 出 納 取 扱 金 融 機 関 」 の 次 に 「 の 取 扱 店 」 を 加 え 、 同 表 に 次 の よ

う に 加 え る 。

株 式 会 社 東 邦 銀 行 楢 葉 支 双 葉 郡 楢 葉 町 福 島 県 立 大 野 病 院 附 属 ふ た ば 復 興 診
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
店 療 所 に 係 る 公 金 の 収 納 及 び 支 払 の 事

務 並 び に 病 院 事 業 に 係 る 公 金 の 収 納
の 事 務

別 表 第 ５ の ３ の 表 中 「 出 納 取 扱 金 融 機 関 」 の 次 に 「 の 収 納 店 」 を 加 え 、 同 表 株 式 会 社
東 邦 銀 行 楢 葉 支 店 の 項 を 削 る 。
様 式 第 ４ 号 （ そ の １ ） 附 表 （ そ の ３ ） 及 び 同 様 式 （ そ の ２ ） 附 表 （ そ の ３ ） 並 び に 様

式 第 ５ 号 （ そ の １ ） （ 給 与 以 外 ） 附 表 （ そ の ３ ） 及 び 同 様 式 （ そ の ２ ） （ 給 与 ） 附 表 （ そ
の ３ ） 中 「 病 院 長 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 長 」 に 、 「 病 院 企 業 出 納 員 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ）
企 業 出 納 員 」 に 改 め る 。
様 式 第 2 6号 中 「 病 院 名 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 名 」 に 改 め る 。
様 式 第 3 0号 中 「 院 長 」 を 「 院 長 （ 所 長 ） 」 に 、 「 事 務 （ 局 ） 長 」 を 「 事 務 長 」 に 改 め

る 。
様 式 第 3 3号 中 「 病 院 長 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 長 」 に 改 め る 。
様 式 第 3 4号 中 「 院 長 」 を 「 院 長 （ 所 長 ） 」 に 、 「 事 務 （ 局 ） 長 」 を 「 事 務 長 」 に 、 「 病

院 長 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 長 」 に 、 「 病 院 企 業 出 納 員 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 企 業 出 納 員 」
に 改 め る 。
様 式 第 3 6号 及 び 様 式 第 3 7号 中 「 病 院 長 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 長 」 に 、 「 病 院 企 業 出 納

員 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 企 業 出 納 員 」 に 改 め る 。
様 式 第 3 8号 中 「 病 院 企 業 出 納 員 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 企 業 出 納 員 」 に 、 「 病 院 現 金 取

扱 員 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 現 金 取 扱 員 」 に 改 め る 。
様 式 第 3 9号 、 様 式 第 4 0号 、 様 式 第 4 2号 、 様 式 第 4 3号 （ そ の ２ ） 及 び （ そ の ３ ） 、 様 式

第 4 4号 、 様 式 第 4 5号 、 様 式 第 4 7号 、 様 式 第 4 9号 、 様 式 第 5 0号 、 様 式 第 5 2号 並 び に 様 式 第
5 3号 中 「 病 院 企 業 出 納 員 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 企 業 出 納 員 」 に 改 め る 。
様 式 第 5 4号 中 「 院 長 」 を 「 院 長 （ 所 長 ） 」 に 、 「 事 務 （ 局 ） 長 」 を 「 事 務 長 」 に 改 め

る 。
様 式 第 5 5号 「 病 院 長 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 長 」 に 、 「 福 島 県 立 病 院 長 」 を 「 福 島

県 立 病 院 （ 診 療 所 ） 長 」 に 改 め る 。
様 式 第 5 6号 、 様 式 第 5 7号 、 様 式 第 5 8号 、 様 式 第 6 2号 、 様 式 第 6 3号 及 び 様 式 第 6 6号 中 「 病

院 長 」 を 「 病 院 （ 診 療 所 ） 長 」 に 改 め る 。
様 式 第 7 1号 中 「 並 び に 病 院 」 を 「 、 病 院 」 に 改 め る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 2 8年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布
す る 。

平 成 2 8年 １ 月 2 9日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ６ 号
福 島 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

福 島 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 1 6年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第
６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 １ 条 第 ２ 号 、 第 ３ 号 及 び 第 ５ 号 イ 中 「 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え る 。
第 ３ 条 第 １ 項 中 「 病 院 」 の 次 に 「 若 し く は 診 療 所 」 を 加 え る 。
第 ４ 条 中 「 福 島 県 立 病 院 使 用 料 等 免 除 申 請 書 」 を 「 福 島 県 立 病 院 ・ 診 療 所 使 用 料 等 免

除 申 請 書 」 に 改 め る 。
第 ５ 条 第 １ 項 中 「 福 島 県 立 病 院 使 用 料 等 免 除 申 請 書 」 を 「 福 島 県 立 病 院 ・ 診 療 所 使 用

免 除
料 等 免 除 申 請 書 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 福 島 県 立 病 院 使 用 料 等 決 定 通 知 書 」 を

不 免 除
免 除

「 福 島 県 立 病 院 ・ 診 療 所 使 用 料 等 決 定 通 知 書 」 に 改 め る 。
不 免 除

様 式 第 １ 号 中 「 福 島 県 立 病 院 使 用 料 等 免 除 申 請 書 」 を 「 福 島 県 立 病 院 ・ 診 療 所 使 用 料
等 免 除 申 請 書 」 に 改 め る 。

免 除
様 式 第 ２ 号 中 「 福 島 県 立 病 院 使 用 料 等 決 定 通 知 書 」 を 「 福 島 県 立 病 院 ・ 診 療 所

不 免 除
免 除

使 用 料 等 決 定 通 知 書 」 に 、 「 福 島 県 立 病 院 使 用 料 等 の 」 を 「 福 島 県 立 病 院 ・ 診 療
不 免 除
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所 使 用 料 等 の 」 に 改 め る 。

附 則
１ こ の 規 程 は 、 平 成 2 8年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
２ こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 福 島 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す
る 条 例 施 行 規 程 （ 以 下 「 改 正 前 の 規 程 」 と い う 。 ） 様 式 第 １ 号 に よ る 申 請 書 は 、 改 正
後 の 福 島 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 様 式 第 １ 号 に よ る 申 請 書 と み な
す 。

３ こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 作 成 さ れ て い る 改 正 前 の 規 程 様 式 第 １ 号 に よ る 用 紙 は 、 所
用 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 事 業 職 員 に 対 す る 被 服 の 支 給 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ
に 公 布 す る 。

平 成 2 8年 １ 月 2 9日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ７ 号
福 島 県 病 院 事 業 職 員 に 対 す る 被 服 の 支 給 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る
規 程

福 島 県 病 院 事 業 職 員 に 対 す る 被 服 の 支 給 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 1 6年 福 島 県 病 院 局 管 理
規 程 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 ５ 条 中 「 及 び 病 院 長 」 を 「 並 び に 病 院 長 及 び 診 療 所 長 」 に 改 め る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 2 8年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 職 員 安 全 衛 生 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 2 8年 １ 月 2 9日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ８ 号

福 島 県 病 院 局 職 員 安 全 衛 生 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 局 職 員 安 全 衛 生 管 理 規 程 （ 平 成 1 6年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 1 0号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 ２ 条 第 ２ 号 中 「 及 び 」 を 「 並 び に 」 に 改 め 、 「 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 病 院 」 の 次

に 「 及 び 診 療 所 」 を 加 え る 。
附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 2 8年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 が 保 有 す る 公 文 書 の 開 示 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 2 8年 １ 月 2 9日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ９ 号
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 が 保 有 す る 公 文 書 の 開 示 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改
正 す る 規 程

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 が 保 有 す る 公 文 書 の 開 示 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 1 6年 福 島 県 病 院
局 管 理 規 程 第 1 1号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
様 式 第 １ 号 か ら 様 式 第 1 0号 ま で の 規 定 中 「 （ 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え る 。

附 則
１ こ の 規 程 は 、 平 成 2 8年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
２ こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 が 保 有 す る
公 文 書 の 開 示 等 に 関 す る 規 程 （ 以 下 「 改 正 前 の 規 程 」 と い う 。 ） 様 式 第 １ 号 に よ る 公
文 書 開 示 請 求 書 は 、 改 正 後 の 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 が 保 有 す る 公 文 書 の 開 示 等 に 関 す
る 規 程 様 式 第 １ 号 に よ る 公 文 書 開 示 請 求 書 と み な す 。

３ こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 作 成 さ れ て い る 改 正 前 の 規 程 様 式 第 １ 号 に よ る 用 紙 は 、 所
用 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 病 院 経 営 課 ）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 2 8年 １ 月 2 9日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 １ ０ 号

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改
正 す る 規 程

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 程 （ 平 成 1 6年 福 島 県 病 院
局 管 理 規 程 第 1 2号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
様 式 第 １ 号 か ら 様 式 第 2 5号 ま で の 規 定 中 「 （ 病 院 」 の 次 に 「 又 は 診 療 所 」 を 加 え る 。

附 則
１ こ の 規 程 は 、 平 成 2 8年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
２ こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 が 取 り 扱 う
個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 程 （ 以 下 「 改 正 前 の 規 程 」 と い う 。 ） 様 式 第 ２ 号 に よ る 自
己 情 報 開 示 請 求 書 、 改 正 前 の 規 程 様 式 第 ３ 号 に よ る 自 己 情 報 訂 正 請 求 書 及 び 改 正 前 の
規 程 様 式 第 ４ 号 に よ る 自 己 情 報 利 用 停 止 請 求 書 は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の 福 島 県 病 院 事 業
管 理 者 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 程 （ 以 下 「 改 正 後 の 規 程 」 と い う 。 ） 様
式 第 ２ 号 に よ る 自 己 情 報 開 示 請 求 書 、 改 正 後 の 規 程 様 式 第 ３ 号 に よ る 自 己 情 報 訂 正 請
求 書 及 び 改 正 後 の 規 程 様 式 第 ４ 号 に よ る 自 己 情 報 利 用 停 止 請 求 書 と み な す 。

３ こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 作 成 さ れ て い る 改 正 前 の 規 程 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、
所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 告 示 第 １ 号
公 印 を 次 の よ う に 新 調 し 、 平 成 28年 ２ 月 １ 日 そ の 使 用 を 開 始 す る 。
平 成 2 8年 １ 月 2 9日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一
職 印

番 号 公 印 の 名 称 印 影 公 印 管 理 者

福島県病院事業管理者印
福島県立大野病院附属

４ （福島県立大野病院附属
ふたば復興診療所長

ふたば復興診療所用）

福島県立大野病院附属ふ 福島県立大野病院附属
８

たば復興診療所長印 ふたば復興診療所長

福島県立大野病院附属ふ
福島県立大野病院附属

９ たば復興診療所長印（特
ふたば復興診療所長

殊文書用）

福島県企業出納員印（福 福島県立大野病院附属
11 島県立大野病院附属ふた ふたば復興診療所の福

ば復興診療所用） 島県企業出納員



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平成28年１月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第１号11
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福島県企業出納員印（福 福島県立大野病院附属
12 島県立大野病院附属ふた ふたば復興診療所の福

ば復興診療所直接収納用） 島県企業出納員

（ 病 院 経 営 課 ）


